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<助言委員> （敬称省略） 

  石田 健一         東京大学 海洋研究所海洋生命科学部門助教 

  原嶋 洋平      拓殖大学 国際学部教授 

  福田 健治      響法律事務所 弁護士 

  松下 和夫      京都大学 大学院地球環境学堂教授 

  満田 夏花      国際環境 NGO FoE Japan 

 

<JICA事業主管部> 

  井本 佐智子     南アジア部 第三課長 

尾藤 好文       南アジア部 第三課 

田中 文子       南アジア部 第三課 

古本 一司       地球環境部 水資源・防災グループ水資源第一課 

三宅 和也    産業開発部 計画・調整課 

 

<事務局>  

西野 恭子       審査部 次長 

河添 靖宏       審査部 環境社会配慮監理課長 

河野 高明      審査部 環境社会配慮審査課長 

塩浦 貴之      審査部 環境社会配慮審査課 

 

<オブザーバー> 

柳井 真由子     国際環境 NGO FoE Japan 

村山 武彦      早稲田大学理工学術院創造理工学部 
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午後３時０１分開会 

○松下主査 それでは、時間になりましたので、満田委員は少しおくられるようですが、第二

回ワーキンググループを開催したいと思います。 

 初に、きょう追加的に配付された資料について確認する意味で、資料の確認をお願いでき

ますか。 

○河添課長 皆さんのお手元にある資料を確認しておきますね。 

 この前、プレゼンテーションを行ったワーキンググループ資料というものがあると思います。

こちらのほうは事業担当部のほうから説明をさせていただいたとおりです。あと助言案がある

と思います。きょうはそちらを基本にお話が進むものと思います。18日のワーキンググループ

以降、皆様からいただいた資料、助言を取りまとめてあります。ですので、これをたたき台に

していただいてきょうは議論をしていただくということかと思います。あと、これまでの協議

の内容をざっとかいつまんだ資料というのが質問・コメントへの回答というものです。この前

４時間半にわたる協議は、質問及び回答ということで丁寧に議論されてきたわけですけれども、

それに関する資料もお手元にございます。 

 あと、28日時点で資料追加分ということで、番号で言うと68番から77番まで、質問に対する

こちらの回答を示させていただいています。それに付随しているのが添付資料というもので、

事業計画の妥当性ということ、これについての資料が添付されているというものです。こちら

もご確認ください。 

 あと、すみません、ちょっと前後しますけれども、11月１日付の助言の案の中には、これま

で委員からいただいた助言の内容なりが、オリジナルが別添されておりますので、これはご参

考までということです。 

 きょうは、助言を取りまとめていただくような形で、たたき台としては11月１日の資料をア

ップデートしていくというものかと存じます。 

○松下主査 どうもありがとうございました。 

 資料、お手元にありますでしょうか。 

 それで、本日は、今ご説明があったように、助言案の取りまとめということで、このたたき

台を中心として議論したいと思いますが、まずその前に、10月28日以降、追加的な質問・コメ

ントに対する回答という資料がありますが、これ、68番から76番までの質問・コメントとそれ

に対する回答があります。これについてまず簡単に説明をお願いしたいと思います。 

 68番からお願いします。 
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○河添課長 回答の部分かな。 

○松下主査 そうですね。 

○井本課長 基本的にはこの回答にあるとおりです。必要な資料等、別途、事業規模の水収支

に係る部分ですとか、代替案の検討なども今の段階でご説明できるデータを別添でつけたりい

たしましたので、これでさらに追加で確認すべき事項がございましたら、それについてはお答

えさせていただきますが、一応こちらの文書で回答したとおりです。 

○松下主査 わかりました。平山委員の質問・コメントですが、きょうはご欠席ですから、こ

れを見て何か追加的なことはありますか。 

 それでは、次の69番のほうをお願いできますか。 

○原嶋委員 １点だけ事実関係を。次のページに事業規模・事業計画の妥当性についてという

添付資料をつけていただいていて、その中に代替案比較一覧表というのがございまして、そこ

でＡ案、Ｂ案、Ｃ案とありますけど、このＣ案というのはもともとのものに入っていませんで

したね。○井本課長 入っておりません。入っておりませんけれども、今回…… 

○原嶋委員 おりませんですよね。○井本課長 はい。 

○松下主査 では、69番に対する回答について何か説明をお願いします。 

○原嶋委員 それでいいです。入っていない。 

○井本課長 入っておりません。 

○松下主査 この回答でよろしいですか。 

○原嶋委員 ええ、結構です。一応入っていないという事実だけ確認しました。 

○松下主査 それでは、続いて70番についていかがでしょうか。 

○原嶋委員 結構です。 

○松下主査 これも回答でよろしいですか。 

○松下主査 71番、石田委員の質問・コメントですが。 

○石田委員 すみません、もう一つよくわからないんですが、これはつまりダム建設後の湖面

養殖に対しては、既に青写真というか、地域の漁民に収益が渡るような計画があるという理解

でよろしいんでしょうか、71番ですけれども。 

○田中 紙に書いてある具体的計画というのではないんですけれども、ＲＩＰその他によりま

して、ほかの地区と似たような類似の措置がとられるということになっております。 

○石田委員 ということをスリランカ政府が予定しているということですか。 

○田中 はい。 
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○石田委員 逆に言えば、それ以上のこと、今の段階ではわからないということですか。ここ

にかかれているようなことはよくわからないということですね。 

○田中 今のところはそこまでの詳細はまだ固まっていない状況です。 

○石田委員 わかりました。 

○松下主査 次の72番以下は、満田委員のコメントですから、委員が来られてから検討すると

いうことにして、それでは次に助言案のたたき台を参照しながら検討していきたいと思います。

前書きのところはとりあえず省略いたしまして、コメントの具体的な内容としてまず 初に環

境社会的費用・便益について、これはもともと長谷川委員と原嶋委員が出された意見ですが…

… 

○松下主査 これまででどこかありますか。 

 どうぞ。 

 

○福田委員 51から53番ですね、このコメントを出した段階では、協力準備調査の第４章が手

元になかったものですから、その後それを精査しているわけではないんですが、51番の世銀の

調査の話だけちょっとお伺いしたいんですが、その世銀の調査について、ご回答として三期事

業の結果を踏まえ、99年以降、相手方実施機関の構造改革を支援しということはチェックしま

したよということが書かれているんですが、ここでこちらが指摘した世銀のレポートというの

は2004年の独立評価局のレポートなんですね。この独立評価局のレポート自体は、そもそも世

銀の区分で言うと第四期なのかな。向こうのキャパシティービルディングのための世銀のクレ

ジットの成果も踏まえた上で、この事業が非常にアンサーディスファクトリーだったという評

価をしていると言えることがあります。2004年のその報告書の中で触れられているのは、決し

て相手側国政府のキャパシティーの問題だけではなく、それもちらっとは触れられているとは

思うんですが、ほかにそもそもまずその米を需給するという1950年代、60年代の国家目標から、

現在のスリランカ政府等の政府目標との関係で整合性があるのかといった点であったり、それ

から末端の水路の管理あるいはメンテナンスについてきちんと地元で管理する体制が整ってい

なかったという点であったり、要するにここで書かれている組織体制以外のことがいろいろ触

れられていて、その結果として非常にプロジェクトが不満足だったという結論が出されていて、

ご質問させていただいた内容と答えがかみ合っていないのかなというふうにちょっとこちらと

しては受け取っているというところがありますので、皆さんとして世銀のこの流域に関する評

価から一体何を学んでこのプロジェクトに反映したのかということをちょっともう一度ご説明
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いただきたいというふうに思っています。 

○井本課長 ご指南いただいている世銀の評価に関しましては、特に入植した後の生計が当初

の想定どおり向上していないということが指摘されていたと考えています。幾つか理由はある

んですけれども、１つ大きかったのは、もともとこの地域の入植というのは農民が入植したわ

けではなくて、ほかのコトマレー等の貯水池から移動しなければいけなかった人たちが入植し

ています。コトマレー地域はむしろ農業ではない形で生計を立てている人がもともと多かった

にもかかわらず、入植させた地域では農業を営むということで計画を立てましてもともと農民

でなかった人たちが突然稲作をしなければいけなくなり、ある意味では素人の人たちを相手に

農業を軌道に乗せるには、かんがいの補修にしても営農指導にしても十分ではなかったという

ことが指摘されていたと記憶しております。私どものほうは、基本的に今回移動しなければい

けない人たちというのは、現在でも稲作を主体とする農業をしている人たちでして、そういう

意味では、もともと農業の知識、技能を持っている人たちがコミュニティーごと移転していっ

て、そこでまた農業を営むということが想定されております。ただもちろん生産性を向上して

いくために彼らの技術力というのを上げていく必要性や新しい水路の維持管理等は彼らに担っ

ていただく必要がありますので、そこの部分は案件実施の中で、ソフトのコンポーネントで、

先方政府が営農サービス、研修などのキャパシティービルディングを農民組織と一緒にやって

いくことを支援していくという計画があり、問題が生じないようにということを考えておりま

す。 

○福田委員 確かにそういう指摘がされていたのは1994年のレポートではないですか、世銀の。 

○井本課長 2004年のときもそれをさらにもう一度再評価した形…… 

○福田委員 もう一度返ってくるんですけど、ちょっと私が申し上げているのは、2004年のレ

ポートのポイントというのはもうちょっといろいろあるんじゃないんですかというのが私が申

し上げたかったところなんです。 

○井本課長 その点につきましては、内容をもう一度精査させていただきまして、必要があれ

ば次のＥＳの段階でのより改善点を反映させる形で、相手側のソフトコンポーネントでの支援

を計画していきたいと思っております。 

○福田委員 そういうことなので、ちょっとこの点、何かしらの形でコメントとして残させて

いただきたいな、助言として残させていただきたいなというふうに思っています。 

○松下主査 それは51番。 

○福田委員 51番ですね。 
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○松下主査 についてはコメントの形で残したいということですね。それでは、もう一回、満

田委員、見えましたので、追加分に対する回答の中の72番について、文章で回答いただいたこ

とについて今検討していますが、72番についていかがでしょうか。 

○満田委員 これは私がということでしょうか。 

○河添課長 回答自体がご指摘に答えているかどうかというか、我々がそういう…… 

○松下主査 これで、ご回答で十分か、あるいはもっとこれではまだ問題があるか。 

○満田委員 これは、質問というつもりではなくて、もうコメントといいますか助言案として

出させていただいたものですが、私のコメントというのは、いろいろこの緩和策を講じている

のは理解しているんです。とはいうものの、普通に考えて、3,000ヘクタールの水没、希少種

がたくさん出現している。象の回廊である。保護地域も100ヘクタール以下とはいえ含まれて

いるということを考えると、これはまずこの事業が適用される旧ガイドラインの保護地域に影

響を与えてはならないというガイドラインに抵触している。それから現ガイドラインですね。

いわゆる重要な生息地あるいは重要な森林の転換または劣化を伴うものであってはならないと

いうものに抵触している。 

 右に書かれていることは、いろいろ対策をとりますということをもってして、重要な転換あ

るいは劣化ではないですよと書いてあると思うんですが、とはいうものの、通常考えて、水没

というのは、これは重要な転換と言わずしてどう言うんでしょうというようなたぐいなのかと

考えています。ということで、ちょっとこれはお答えになっていないんじゃないかと思ってい

ます。 

○松下主査 これは直接の問いに対する答えとしては…… 

○満田委員 例えば２番目に書いてある現ガイドラインについては、厳密に言えば対象ではな

いですという反論でしたらあり得るのかなとは思っているんですが、それでも私としてはぜひ

ここは重要視すべきポイントかなとは思っていますし、それから旧ガイドライン、保護地域に

関する記述については、100ヘクタール以下であることや、代償として象の回廊を設置する、

あるいはさまざまなムキゲーションのみではちょっと説明し切れない。前回のラオスの保護地

域における開発が問題になったあの案件は、開発調査であって、計画段階になって大きな議論

になりましたが、それでも開発面積としてはごく小規模な数十ヘクタールだったと記憶してお

りますが、ここでその面積を云々することはできないんじゃないかというのが私の考えです。 

○松下主査 満田委員の方の意見について、再度コメントなり追加的な説明はありますか。 

○河添課長 ガイドラインの解釈のところも含まれていると思うわけですが、ガイドラインに
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書いてあることというのは、著しい劣化あるいは転換を伴うものというものについては基本的

にはそのような事業は行わないということですね。ただ、その一方で、本件が著しい劣化を実

際に伴うかどうかということの議論かと思います。その代償策、そういったところもガイドラ

インの中には一方で書かれています。このプロジェクとでは、周辺地を自然保護区域にすると

いうことで、さらなる自然環境の増進を実現していくことになっています。開発には自然への

影響は生じるというところもありますので、この部分については、代償措置がとられることに

おいて、著しい劣化であるとは言えないとは思うのですが。 

○松下主査 マハウェリ生態系に対する損傷が起きているかどうかという認識と、それからそ

れに対しての代替措置が十分であるかどうかと、そういうあたりの見解の相違点ですね。 

○河添課長 あとは、狭域で見たときと、あと広域で見たときの全体的な保全につながってい

るかどうかというところが恐らく論点になるのかとは思いますが、我々はどちらかというと広

域で見ているというところだと思います。 

○石田委員 １つよろしいですか。 

 満田委員がおっしゃられたところ、これがコメントじゃなくてむしろ助言になっているとい

うのは、すみません。どの部分にあるのかちょっと教えていただけません。 

○満田委員 この72番のこのワーキンググループの質問・コメントと回答と書いてある照合表

の72番ですが、私自身のコメントとしては後ろのほうにくっついておりますが…… 

○石田委員 同じ資料ですか。 

○松下主査 助言案のほう。 

○石田委員 メールで送られてきたほうですか。 

○満田委員 はい。それをコンパイルしてこのような一覧表に事務局がつくっていただいたん

だと思います。 

○石田委員 これですね。ありがとうございます。 

 それで、実は満田委員がおっしゃってくれているんで、私は重なっちゃいけないので、移植

に関することだけを中心に助言を３つほど書いたんですけども、実は私も随分気にしているん

です。なぜ気にしているかというと、ＩＵＣＮのレポートを読みましたが、もちろんＩＵＣＮ

だからきちんとやられているし……満田委員のコメントは別の資料のほうで確認させていただ

きました。 

 それで、ＩＵＣＮのレポートというのは、これはまさしくMoragahakanda Agriculture 

Development、当時のエリアそのものを調査されたものだと理解すると、その上でもう一度読
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んでみたんですね。そうすると、 初のほうのページに、結構恐ろしいんですよ、これ。何が

恐ろしいかというと、固有種が47種、危惧種が42種なんですね。合計80種類も考慮すべき種類

が両生類と魚類を含めているわけです。その中からＩＵＣＮのレコメンデーションは10種とい

うので、サイエンティフィッククライテリアというのがＡｐｐｅｎｄｉｘ241に出ているんで

すね。これは、ただそれを選びますよという項目が表の中にあって、その理由はＡｐｐｅｎｄ

ｉｘを見なさいといきなり241に飛ぶんですけれども、なぜこのクライテリアが出ていたかよ

くわからないんです。これだけ広大な地域を水で浸すということは、当然、淡水生物というの

は移動の自由があるので、別に魚が死ぬわけではないんですが、満田委員がおっしゃられるよ

うに、多分生活区域の激的な変化になると。 

 そうすると、今まで渓流で分けられたところがつながったりという意味で、ミックスチャー

が可能になるわけですね。生態系、例えば交配関係も変わってくるし、それからひょっとした

ら渓流ごとに分かれていたかもしれないものが一緒になってしまうかもしれない。という意味

では話はマクロに見れば全然単純じゃないんです。恐らくどの海洋生物の人間でも漁業の人間

でも爬虫類の人間を連れてきても同じことを構わず言うと思います。とすれば、でも開発はし

なければいけないとは僕も思うんです。とすれば、ここからは私個人の意見、どこでコンプロ

マイズするかということに尽きると思うんです。コンプロマイするための調査をもう一回やら

なきゃいけないんじゃないかというのが僕の今回の認識なんです。だから、 悪の場合はひっ

くり返るかもしれません。知りません。それはわかりません、調査をやってみないと。 

 ただ、象のこともいることですし、象の回廊にしても、神経質な象が、例えば満田委員がメ

ールで送られてきたように道路を横切るかということもきっとあるんですよね。そこの検証が

なされないままに、淡水魚は10種、象は回廊はこうだというのは後でパンチが起きるんじゃな

いでしょうか、もしそれで開発を進めてしまうと。私たち、象とか危惧種というのは非常に危

険だと思います、どう考えても。だから、そこをもう一回調査をかけるのに何か確実なもので、

もし既存で調査されているグループがあれば、それを使って確証を得ておいたほうがいいと僕

は思うんですね。 

 ＩＵＣＮがやっていることですから確かに技術レベルは確かだと思うんですけれども、ただ

そのセレクション過程がどうも腑に落ちないです。ただ、私は開発に反対しているわけじゃな

いんですが、そこのセレクションの過程、それからなぜ10種が選ばれなかったのかということ、

それから移植後一緒にすれば大丈夫だとＩＵＣＮが言い切っているにもかかわらず、証拠がほ

とんどないというのがなぜなのかよくわからないんですね。魚道の話は後でしますけども、そ
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こら辺はもう少しクリアにしないと、この計画、危ないなという、危惧種と象さんがいるとい

うのはダブルパンチなんで結構危ないなという気はずっとしています。 

 以上です。 

○松下主査 ありがとうございました。 

 そうすると、石田委員の今のご意見を助言案の形にするとどういうことになりますか。 

○石田委員 私は、日本のしかるべき有識者を一度現地に派遣して、固有種、危惧種、象の生

態系を含む調査を再度行うことが望ましいというふうに思います。 

○松下主査 ほかにこの72番に関連して意見のある方おられますか。 

 どうぞ。 

○柳井 FoE Japanの柳井と申します。よろしくお願いします。 

 満田さんのコメントに対する回答の中に、代償措置として象の行動範囲を保全するための象

回廊の設置はありますけれども、私、先日現地のほうを視察してきたんですが、象の回廊自体

は自然にもともとあるものですよね。設置ということにはならないのではないかなと。もとも

とあるところにレイアウト線を引くふうに、これは設置という言葉に当てはまるのでしょうか

という確認なんですけれども。 

○井本課長 今の確かにおっしゃるとおり、もともと自然に象が通っている道なんですが、そ

こに現在は人も住んでいます。今回わざわざ設置といっている意味は、現在の通り道に住んで

いる人間は移転していただいて、完全に象だけがそこを通るようにする。それで、フェンスを

立ててという計画になっているんですけれども、そういう形で、現地で聞かれたと思いますけ

れども、象と人間が混在していることによって今実際いろいろなトラブルが起きているので、

逆に今回象の通り道を確保し、できるだけ象と人間がお互いの生活圏に侵入しないようにする

ということで設置という言葉を使っております。 

○柳井 どのように設置されるのかよくわからないんですけれども、村の中自体にも既に入っ

ていますし、一部、電圧線を引いただけでは隔離することは難しいんではないかなという印象

を受けたんですけれども。 

○田中 一部ではなくて完全にその地区全体…… 

○井本課長 人が移転をしてフェンスで囲ってしまう。 

○田中 かなり長い、数10キロ以上、合計するとなりますけれども、国立公園の周りをもう完

全に、フェンスで人間との境界を完全に分ける計画になっております。そのための具体的なプ

ログラムと予算を既にマハウェリと野生動物との間で合意しています。 
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○柳井 間に道路が通っているという認識なんですけれども、現状で道路を象が歩いて村にお

りてきているんですけれども、その辺に対する対応は。 

○田中 その道路のところに、フェンスをつくって、ゲートを設けて、ふだんは閉鎖をすると

いうことです。象が道路を横切るのは自由に横切っているようです。 

○井本課長 逆に人間が入れないようにするということです。 

○柳井 回廊の流れの住民の人たちの理解はそのようにされていないので、フェンスでこんな

回廊をしたことに関して…… 

○井本課長 それはわかりました。 

○松下主査 それでは、72番についてはとりあえずこういうご意見があって、一応ペンディン

グということにしまして73番に移りますが、73番については、この回答文についていかがでし

ょうか。 

○満田委員 73番については、前回も若干議論させていただき、今も恐らく福田委員との間で

やりとりされていたようなことが含まれているんですが、私が少し強調したかったのは、どう

もＪＩＣＡさんのご説明が過去に行われた調査の教訓よりも、どちらかというと大丈夫だとい

うほうを強調されているようなところがありまして、そこが１点。 

 それから、累積影響を一連のダム建設がマハウェリ流域の生態系あるいは土地利用に大きな

影響を与えていることは事実だと思っているんですが、先ほどの河添さんがマクロの視点でと

いうふうなこともおっしゃっていたんですが、それであるんだったらその累積的影響調査はす

るべきなんじゃないかとむしろ思いますね。今この事業をスペシフィックの3,000ヘクタール

の沈んだその直の影響について議論していて、それは一義的にはそうあるべきだと思うんです

が、とはいうものの、結果的にその生態系に与える累積的な影響というのは現段階では評価さ

れていない状況になっているというのが２点目です。 

 回答については、レビューを実施されているかもしれないんですが、そのことはとりあえず

協力準備調査には何か関連事業のファクトとしては書いてあるんですが、得られた教訓という

ような形で、とりわけ批判的な観点からは書かれていないというのが私の理解です。 

○井本課長 それはご助言として賜りまして今後の調査に対応したいと思います。 

○松下主査 はい。では、これは、一応、ＪＩＣＡのほうでも受けとめていただけると。 

 では、74番についてはいかがでしょうか。 

○満田委員 74番については、協力準備調査の第４章あるいはアタッチメントにおいて水収支

に関する検討がなされているということで、これについてはなされているということは確認い
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たしました。私が見て、書いてあることに関する今すぐの疑問とか矛盾とかいうことはないん

ですが、とはいうものの、その次のコメントとも関係しますが、過去40年間の流量というもの

を根拠にして、かつ前回ご説明していただいたスリランカ政府のＦ／Ｓというものを根拠にし

て、協力準備調査をされているということは理解したんですが、ちょっとその次のコメントと

関連して、根拠となるものが過去40年の流量、そしてその前提となるのが５億トンの水供給と

いうところを前提にした水収支ということでは、現段階では理解いたしました。 

○松下主査 75番のコメントと関連してということですが、ちょっと具体的にもう一回お願い

できますか。 

○満田委員 75番のコメントが、５億トンの水供給が所与ではないかということで、反論とし

ては所与じゃないと、米の増産のその量を前提にして、その５億トンというものについては、

Ｆ／Ｓにおいて、あるいはほかの調査において検討されたということだったんですが、これは

私の書き方が不適切だったとは思うんですが、そもそも米の増産という国家プロジェクトを所

与として、例えば柳井が私が提出したものをアタッチメントで指摘しているように、現在の農

業従事者のニーズとかいうものがかんがみられているか。それから、水収支のときに、今、ス

リランカに限らず多くの国々で問題になっているような過去の流量とは全く外れた気象、気候

パターンの変化というものについてある中、確かに過去の水収支データをすべて導入されたと

いうことは理解しているんですが、大きなかんがいダムということを、米の増産を所与にして

考えるというニーズ調査が固定的なんじゃないかということですね。国家計画のみに基づいて

いるんじゃないかというさらなる指摘をさせていただきたいと思います。 

○松下主査 じゃ、これはまた助言案を検討する際にどういう形で助言とするか考えていただ

く。 

 何かＪＩＣＡのほうでお答えありませんか。 

○井本課長 その５億トンの水収支、水の必要性については、米の増産という国家のニーズだ

けではなくて、ご説明したとおり、周辺への上水の提供ですとか、実際にそこに今既に農業に

従事している人たちの水のニーズですとか、やはり現地の状況を勘案して 終的には想定して

いる数字ですので、そういう意味では少なくとも今のスリランカの地域の現状を反映した数値

であるというふうに我々考えております。気候変動の影響等は、将来の気候変動の影響を予測

した形で、こういうダムの設計を行うということが技術的にどこまでフィージナブルなのかと

いうことは、やはりその道の専門家のご助言をいただきながら検討する必要があると思います

ので、そういった手法がとり得る、その将来の予測等も入れられるということであれば、実際
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に次の調査の中でそこはもう一度ダムの設計の前に、本当にこの規模でいいのかということを

検討してみたいというふうに思います。ちょっと気候変動の影響については、まだ私どももき

ちんとしたデータを持ち合わせておりませんので、それがここでのダムの大きさを考えるに当

たってどの程度の影響を及ぼし得るかということに関しては、また専門家のご助言をいただき

ながら検討したいと思います。 

○満田委員 余り専門家っぽくない言葉遣いで恐縮なんですが、私たちが言いたかったのは、

気候変動の影響をかんがみたダムの計画を検討すべきだということを言っているわけではなく

て、気候変動というかなり不安定な要素も加わっている中、大規模、集中的な水施設というも

のをつくることのリスクを指摘しているつもりです。つまり、乾燥地農業を今までせざるを得

なくて、それはお米が雨季にしかつくれないということで、集中率というのがそんなに高くな

かったのかもしれないんですが、それを高めるという一つの目標だけで水供給を、かんがい農

業をふやすんだというそこについては、ずっとマハウェリ灌漑事業、大きな事業でずっとそれ

で進めてきたのかもしれないんですが、これだけたくさんのダムをつくっていって、つくって

いって、恐らく 後の１つか、そんなような局面になっているのかもしれないんですが、ここ

までダムをつくってきて、それでもやはり水が足らない。さらに、ＪＩＣＡさん、違うとおっ

しゃっていますけど、ある気候学者は、マハウェリ川の流量の低下というものに警鐘を鳴らし

ているわけですね。そうした中で、ダムをどんどん、どんどんと言ってもとりあえず１個です

が、こういう中でつくることのリスクを指摘させていただきたいというふうに思った次第です。 

 ちょっと書き方が言葉足らずだったかもしれませんが、５億トンの水を確保するための小規

模分散型の貯水池というのは確かにフィージブルではないとは私も考えていますが、とはいう

ものの、例えば現在の乾燥地農業をより強固なものにするというようなオプションだって、そ

れは米の増産が目標のトン数に足らないのかもしれないんですが、そういうようなオプション

だってあるはずだと考えております。 

○松下主査 そうですね。気候変動という不確定な状況をどう考慮するか。考慮してダムに反

映するか、あるいは考慮してダムというものの意味をもう一回考え直すかと、そういうような

気がします。 

○原嶋委員 69番とも関連するんですけれども、多分恐らくこのプランを多くの方が拝見した

ときに、今の大きな流れとしてダムということにはいろいろ問題があるだろうということです。

あえてそういうプロジェクトに、環境配慮を重視されているＪＩＣＡがファイナンスするとい

うことについて、やっぱりいろいろな目があると思うんですね。それに加えて、時間的にはか
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なり古い計画に固執しているように見えるんですね。その途中で幾つかの代替案を検討してい

るかのようですけれども、今の例えば代替案の新案については新しく追加されたということで

す。やっぱり今度の助言案の中で、今、満田先生がおっしゃったようなことも含めて、そうい

う批判に答えるようなことをきちんと情報として組み込んでいただく。あるいは、次の調査で

きちんと国内外の批判に耐えるようなものをちゃんと入れていただくということは 小限お願

いしなきゃいけないと感じています。 

 その上では、さらにまたそれがヒアリングに耐えるかどうかということについては、またい

ろいろな専門家の意見もあろうかと思うんですよね。 

○松下主査 後でまたそういった意見をＪＩＣＡが検討する際に入れていくということで、ち

ょっと先のほうに行きましょうか。 

 76番についてはいかがでしょうか。 

○満田委員 この76番については、一貫して前ＪＢＩＣさん、ＳＡＰＲＯＦの公開はされてお

らず、このたびのガイドラインの改定で協力準備調査については公開ということになったんで

すが、残念ながらこの案件については新しいガイドライン適用外ということで公開されていな

いということなんですが、とはいうものの、入札に係る情報以外を開示していけない理由はな

く、かつ私としては、環境レビューの根拠となるような重要な文章であるがために、ＥＩＡも

重要な文章として今は公開されているわけなんですが、その補足的なものも含まれているとい

うことを考えると、やはり入札情報についてはともかく、ほかの環境影響に係るところとかそ

の他については公開されるべきではなかろうかと考えています。ＳＡＰＲＯＦが非公開だった

からこの調査報告書も非公開だというのは、余り、方針を貫くという意味では意味があると思

いますが、実質的な意味がないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○福田委員 ＳＡＰＲＯＦが非公開であったのはちょっとミスリーディングな表現かなと思っ

て、ＳＡＰＲＯＦが過去公開された事例は幾つかあります。なので、ちょっとこれは要するに

相手国政府との関係で公開することを前提にＳＡＰＲＯＦは実施してこなかったということだ

と思うんですね。要するに、今回の件について、まさにこの協力準備調査の報告書というのが、

これまでＪＩＣＡが調査をし、今回、環境レビューをするに当たってその重要な情報を提供し

ていると前提なのであれば、これを公開して問題ある内容があるように思えないんですが、ス

リランカ政府に公開していいですかと確認していただくということは可能なんではないかとい

うふうに考えるというのが１点です。 

 もう一点なんですが、これは助言委員会の運営の問題になるんですが、助言案の検討の経緯
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というのをちょっと助言案の中でもうつくっていただいていて、ここで配付資料の一覧の中に、

私の理解がおかしくなければ、この協力準備調査の報告書というのは出てこないですよね。要

するに、恐らくこのその他補足説明資料（17）の中に含まれるという何か含意がここにあるの

かなというふうに勝手に想像しておるんですが、議論の中でもたびたび参照されておりますし、

これらのいろいろなスリランカ政府側がやっている調査を有機的にこういう形でＪＩＣＡとし

ては見たんだということをつなぐという意味では、実は協力準備調査の報告書がないとわから

ない。特に、今そもそも問題になっている代替案の評価のあたりの話になってしまうと、これ

はもう協力準備調査の報告書を見ない限りは、Ｆ／Ｓも公開されていないということがあって

何もわからないということになってしまいますので、少なくとも非公開が前提であっても配付

資料の中には協力準備調査の報告書（非公開）というふうに書いていただかないと、我々助言

委員としてはちょっとアカンウンタビリティーを果たしたことにならないのかなというふうに

感じているというところであります。 

 以上の２点です。 

○河添課長 参照した資料という意味では明示するということは１つあると思います。その意

味では、その他説明資料という中にはそういう資料も入るということで明示することにします。 

○松下主査 じゃ、先ほどの公開、非公開の問題はいかがですか、その部分について公開する

ことが問題あるかどうか。 

○河添課長 これは、機構内の企画部が担当しているのですが、私が確認した限りでは、ＳＡ

ＰＲＯＦの調査報告書というのは、もちろん相手国政府とのその報告書を公開するという前提

は基本的にないということなので公開していないという理解です。その一方で、例外措置もあ

るというお話だったんですけれども、本件、例外措置を適用するかどうかについては今まだ明

確な方向は検討されていません。その一方で、情報公開の内容であれば、ＥＩＡ報告書は公開

されていますので、おわかりいただけるのではと思います。ですので、この情報を公開するこ

と、あるいはＳＡＰＲＯＦの調査、今回、本件の調査報告書を公開することについてはいま一

度企画部のほうでも相談はさせていただきますけれども、基本的には相手国との了解がなけれ

ば公開はしないということにはなっております。 

○福田委員 私が申し上げたかったのは、もちろんそれはよく私は存じ上げておりまして、そ

の前提で本件についてはこれだけの大規模なプロジェクトであり、まださまざまな環境影響に

ついて、代替案の検討について刺激のある事業なので、スリランカ政府の同意をとって公開す

るということを検討していただきたいという、そういう趣旨であります。 
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○河添課長 はい。 

○松下主査 ご助言としてはそういう形でね。 

 それでは、 後、77番についていかがでしょうか。 

○満田委員 77番です。 

 これを書かせていただいた趣旨は、私が提出させていただいたコメントというか助言案とい

うものがちょっと二段構えで、そもそもこういう問題があるから、アプレイザルについては再

考されたほうがいいというのが前段階で、とはいうもののアプレイザルを決行されるかもしれ

ないなと思いまして、そのときにこういう点が私としてはまだ確認、不明なのではないかとい

うことを羅列させていただいたものです。 

 一応これらは不十分なのでもう少し明示くださいというようなご回答だったと思うので、ち

ょっとここで簡単に申し上げますと、例えば前回話に出ましたように、この河川の漁業の状況

とか水利用の状況についてはまだ十分明らかになっていないし調査されていないんじゃないか

という、前回のお答えが漁業については少なくともそうだったと思います。それから、既存の

農業、水没地における現段階でやっていた水利システムの変化によって起こる影響はないのか

というのが２点目ですね。 

 ３点目については、塩害の影響について書かれている文章があって、それとの関連で指摘さ

せていただいているんですが、塩害も、今まで塩害は生じてきている。軽度とか中度とか重度

とかいうのは置いておいて、生じている地域もある。その理由というのが、かんがいの排水の

仕組みが、やや、あるいは一般的に季節的な洪水がなくなることによって、塩害が生じること

もあるというようなことも指摘されているので、そういった影響が生じないか。 

 それから、前回のご説明では、発電所の部分についてはＥＩＡの対象となっておらず、環境

影響評価がなされていないということでしたので、少なくとも送電線、発電所建設などによる

水力発電をくっつけたことによる影響というのは現段階では不明なのではないか。 

 ５番については、先ほど申し上げたように、チャプター４及びその附属資料においてここに

ついてはカバーされているのかもしれない。ちょっと私自身、ぬぐいがたい疑問として、じゃ

ほかの貯水分が果たして今当初予定された容量を維持しているのかというのはぜひ知りたいと

ころではあるんですが、水収支に関しては５番はクリアされているのかなと思っています。 

 ６番も同様です。 

 ７番は先ほど申し上げたとおりです。 

 ８番は前回説明させていただいて、先ほどもちょっと議論になったところです。 
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 ９番については、やはり石灰質の地質による水漏れのリスクというのは、過去のＯＤＡでも

非常に大きな問題として国会なんかでも取り上げられたことがありまして、住民の中にも不安

を言う人たちもいるということで、確かにＤＤの段階なんかでクリアできるのかもしれないん

ですが、ＤＤの段階というか、現段階で恐らくＪＩＣＡとして場所を変えるというようなオプ

ションはもはやないと思うんですね、第２脇ダムが建設されている中。その中やるかやらない

かということになったときに、やるというのは支援するかしないかという判断のときにこうい

った水漏れのリスクというものは、支援をオーケーしたＤＤの後にやるよりもやはりアプレイ

ザル前にやるのが筋ではないか。もちろんやっているわけです。協力準備調査に書いてあるん

ですが、協力準備調査の中ではさらなる調査というものが提言されていると思いましたので、

それはＤＤに後回ししないほうがいいんじゃないかというのが９番です。 

 10番は先ほど申し上げた一連のダムについても累積影響があります。 

○松下主査 以上、やや具体的に説明いただきましたが、ＪＩＣＡのほうで何か追加説明があ

りますか。 

○古本 先ほど９番で水漏れリスクについてコメントいただいたことにつきましては、実施機

関側も漏水の問題に関しては懸念しておりまして、Ｄ/Ｄをやる前に実施機関のほうで、彼ら

の持っている予算で追加調査をやるということで、その辺りで経過を見て判断したいと思って

います。 

○満田委員 その調査はいつ終わるんですか。 

○古本 今、調査計画を立てています。そう遠くない将来だと思うんですが、具体的にまだ検

討しています。 

○満田委員 というものの、アプレイザルの後に出てきそう、当然のことながらそういう感じ

ですね。来年ぐらいの感じですか。 

○古本 基本的には、前回の委員会で助言をいただきましたけれども、出てきている石灰岩質

片麻岩等の地質自体については、特段珍しいというものではなくて、日本の現場でもみられる

パターンの一つでありますので、特に今回実施機関も詳細に調査するということですので、そ

のデータをもってすれば、D/D段階に十分対策が検討できるというふうに考えております。 

○松下主査 それでは、追加的コメントとそれに対する回答は一応終えまして、具体的な助言

案について検討をしていきたいと思います。 

 まず 初に、環境社会的費用・便益について、１番のところの助言・コメントですが。 

○原嶋委員 今のお話の中で、少なくとも今出た共通の事項としては、代替案の項目について
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一つのものを入れる必要があろうかと思っています。満田先生は、前提条件としての必要とす

る流量ないし計画、生産量ということについての妥当性のいろいろな選択肢の問題。私は単な

る大規模ダムだけじゃなくて小規模ダムによるほかのやり方。さらに福田先生はそういったも

のの代替案そのものを公開するというこの３つ何か１つの形で助言案として入れさせていただ

くということ。○松下主査 それは順番としては一番上にします、それとも…… 

○原嶋委員 順番的には一番上かなという感じはしますけれども、場合によって後から順番を

変えてもよろしいかと思いますけど、とりあえず代替案のところで。 

○松下主査 とりあえず、そういう項目として検討するということだけ今書いておいて…… 

○原嶋委員 弁護士の先生がいらっしゃるので。 

○松下主査 項目をもう一回言ってくれますか。 

○原嶋委員 一応、補足していただきます。 

 前提条件としての必要とする貯水量、あと生産量について、それ自身の選択肢がいろいろあ

るんじゃないか。 

○松下主査 全体としては代替案の検討の必要性について…… 

○原嶋委員 その中で、前提条件で、さらには構造として、今予定されているような大規模ダ

ムでやるということよりは、幾つかの複数の小規模ダムないしそれに類する施設の組み合わせ

によって同じ目的を達するという方法の問題で、３番目は、そういった代替案の検討そのもの

が今の状況では余り明らかにされていないということがあるので、どういう形にするかにしろ

試案を大量に公開すると、この３つの点を入れて１つに。○福田委員 いえいえ。 

 それ、協力は後からでいいですね。ちょっとその話は離れて、協力準備調査の公開の件はほ

かの点にもかかわるので…… 

○松下主査 じゃ、項目として取り上げておくべきこと、今、防備録的に上げていただいて…

… 

○原嶋委員 あと、石田先生がおっしゃった点ですね、追加調査のことね。 

○石田委員 もう既に入っているからダブっているでしょう。 

○松下主査 じゃ、今、事務局のほうでまとめていただいた分を見ながら、これでカバーされ

ている分と、それから追加した分ということをちょっと見ていきたいと。また、もとに戻りま

すが、環境社会的費用・便益について、これはもとは長谷川委員と原嶋委員が出されたコメン

トですが、これについては原案でよろしいですね。 

○松下主査 じゃ、よろしいですか。 

 18 



○満田委員 あと、その代替案の検討に絡めて、よろしければ私が出した資料の添付につけさ

せていただいた柳井の指摘の、要は国策としての米の生産増加政策のみではなくて、社会的な

ニーズが高いのかどうかというのを、農業従事者の人たちにその調査を行う必要があるんじゃ

ないかということを提案させていただいておりますので、そういうような調査が実施されるん

であればの話なんですが、含めていただければと思います。 

○松下主査 それは、助言案としては、先ほど出てきました代替案の検討、先生の具体的な項

目として入れておくということですね。 

○満田委員 そうですね。 

○松下主査 代替案の検討の一部として、国策としての米の生産量増加政策のみだけでなく、

農業強化への新規の社会ニーズ型……、ちょっと文章があれですね。 

○満田委員 ちょっと日本語が乱れておりますが、適当な文案をお送りいたします。 

○松下主査 社会的ニーズや若い世代を対象とした調査を行うべきであると、そんなことです

ね。 

○原嶋委員 社会費用のところはよろしいかと思います、既存の１番のところはこういう形で。 

○松下主査 それでは、魚類の生態について、これは石田委員のコメントですが、これについ

てはどのように理解をされていますか。 

○石田委員 １つだけ、前提を確認させていただきたいんですが、ダムが予定されている渓流

なり河川で、実際にダムができた後、上下を、下流と上流を行き来する魚種はいるんでしょう

か。僕はいるという前提でこれを提案させていただいたんですけれども、いると想定されてい

るんでしょうか。 

○田中 ダムの直下に既に古代から堰がありまして、そこでもう流れは一たんとめられている

事実がありまして、そこから下の下流との間は既に閉じられた状態になって、海からとか、そ

ういうのはもうない状態です。 

○石田委員 ないわけですね。古代からの堰から上流とダム予定地の間で行き来する種類とい

うのは想定されているんでしょうか。想定されているんであればという前提で書かせていただ

きました。 

○田中 間だけ、そこに、今、魚がいますけれども、それが回遊といえるかは…… 

○石田委員 もしそういう回遊する魚がいないのであれば、私の助言は全くむなしいものに終

わるんですけれども、私個人は別にむなしいものに終わっても構わないんですが、チェックし

ていただけるという意味であれば残したいんですけれども。 
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○井本課長 はい、調査のときにもちろんそういう視点も入れさせていただきます。 

○松下主査 この助言案としてはこの文案で結構ですか。 

○石田委員 はい、私は…… 

○松下主査 じゃ、これで。 

 次の生物の移植に関してはいかがですか。 

○石田委員 これが、３番、４番、５番とありますが、 初のほうの有識者を派遣して調査し

てくださいというものが下に来てもいいんじゃないかという気がするんですけど。 

○塩浦 ３番ですか。 

○石田委員 ３番、４番、５番が２番の下に来るんですかね。 

○塩浦 ここの下ということですか。 

○石田委員 はい。小項目として一種のＴＯＲのようなものになるんですが。 

○河添課長 先ほど、日本人の専門家とおっしゃっていましたけれども。 

○石田委員 いえ、別に日本人には限りませんが、日本だと淡水系をやっている人がたくさん

いるので、割と派遣しやすいのかなと思ったのと、スリランカの人たちも、ごめんない、科学

レベルが全くわからないものですから、それで日本かなという気はしたんです。あと、ＪＩＣ

Ａのリクルートがどういうふうになるかということだと思うんですが、もちろんヨーロッパ、

アメリカを探せば世界じゅうはいますけれども、そういう人を。日本でもそれに劣らない人た

ち、たくさん淡水関係、爬虫類、両生類いらっしゃいますからということだと思いますが、実

際にＪＩＣＡもスマトラのほうで鹿児島大学の先生とかお使いになられたことがあるので、日

本の先生方だと可能かなという気がしたものですから、ですから日本が不自然だということで

あれば日本をとってください。 

○松下主査 日本に限定する必要はない、それは結果として日本人だということですね。 

○石田委員 日本に限定する必要はありません。 

○松下主査 しかるべき有識者。 

○石田委員 ただ、ここ、現地採択するのは僕は反対ですね。 

○松下主査 これを全体、１、２、３の後に入れるということですか。 

○石田委員 いえ、このままで結構です。 

○松下主査 冒頭にですね。わかりました。では、こういう形でお願いします。 

 それから、次はステークホルダー協議に関して、これは二宮委員のコメントをベースにして

おりますが、これについていかがでしょうか。これはよろしい。特にこれはついては異議がな
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ければこの形で起こしたいと思います。 

 それから次、モニタリング、これもやはり二宮委員の意見をベースにしております。これに

ついても特に問題なければ、これで助言案としたいと思います。 

 次はチェックリストについて、これは満田委員のコメントをもとにしたものですが…… 

○満田委員 コメントというか、これは、先ほど申し上げた二段構えの後ろのほうのなお言わ

せていただければの話でありまして、チェックリストにおける記載が、やはり楽観的なものが

多いというのが気になりまして書かせていただいたものです。８番目が塩害についてのもので

す。先ほどと説明の趣旨としては同じです。 

○松下主査 これは先ほどちょっと説明いただいた件ですね。 

○満田委員 はい。 

○松下主査 ８番をこういう形で残すことについてはよろしいでしょうか。 

○満田委員 若干ほかのところの書きぶりと比べてやけに細かい雰囲気がしますので、ちょっ

ともう少しほかに合わせた形に置きかえる用意はあります。 

○松下主査 ちょっと修文を考えていただけますか。 

 どうぞその間に９番から、さっき議論された象の回廊ですが。 

○満田委員 これも趣旨としては先ほど申し上げたことと同じですね。 

○福田委員 前から前回の全体会合で申し上げて、満田さんはいなかったんですが、記述すべ

きであるということを環境レビューの段階で言うというのはどうなのかなというのがあって、

これ、チェックリストに記述すべきことでしょう。 

○満田委員 はい。 

○福田委員 影響について記述すべきというのは、確認すべきであるというのだったらいいん

だけど、どこに記述する。 

○満田委員 チェックリストに記述する。 

○福田委員 そのアプレイザルの段階で確認すべしという趣旨。 

○満田委員 あくまで認識の話を問うているのであって、要は、確かに先ほど来ご説明のある

ような人に出ていただいて、ここからは象の領域だというのは設定するのかもしれないんです

が、とはいうものの、全体像を見てみますと、ある広い象の生息地なり回廊があって、その一

部が水没することは確かではないか。であるんだったら、それについては正々堂々と書くべき

ではなかろうかという、そういう趣旨です。検討すべきとか記述すべきという言葉でなくても

いいとは思います。 
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○原嶋委員 一般的な質問ですが、アプレイザルとしてそれはどういう形で情報としてあらわ

れてきて、どういう扱いになって,どういう形式になるのか。○河添課長 確認は審査の中で

調べてくることというか、助言が出された場合、象の密度が上がる等、事実関係が実際にある

のであれば、そういう点がちゃんと何らか影響低減措置がとられているかどうかというのを審

査の中で確認します。ですので、それは相手との確認とか、そういう中でやっていきますけれ

ども、具体的にどこに記述されるかということについては、環境レビュー結果が公開されるの

で、そこで分ると思います。 

○原嶋委員 それは、審査の一つの重要な判定材料として用いるべきだという意味です。 

○満田委員 検討すべきということですね。 

○松下主査 これは、９、10、11、12すべて記述すべきというようになっておりますが、これ

を例えば検討すべきにしたほうがより一般的な意味での検討…… 

○原嶋委員 アプレイザルの段階で確認すべき、そういうことですね。 

○河添課長 審査段階で確認することということですね。 

○満田委員 確認するものと検討するものが若干あるかもしれないなとは思っています。 

○原嶋委員 正式には一応確認するのは事業者側になりますよね。そういうことですよね。そ

ういう形になるわけですよね。 

○松下主査 確認すべきですか。 

○原嶋委員 実際の影響調査自身は、一応、先方側がされているというものを、ＪＩＣＡ側で

審査するというか。 

○松下主査 確認すれば、当然、確認した結果を審査するということですね。それは文章とし

て影響について確認すべきであるということでいいでしょうか。 

○原嶋委員 そもそも象の回廊についての懸念はここに入れるんですか。前にいろいろメール

でもいろいろいただいているんですけれども、象の回廊についていろいろ懸念があるという現

地調査のことについて情報提供していただいていますけれども、この文面でカバーし得るとい

うことなんですか。○満田委員 少し追加させていただきたいと思っているのは…… 

○原嶋委員 設置と書いていいんですか。 

○満田委員 追加させていただきたいことがあるんですが、後で議論させていただきたいと思

っているので…… 

○満田委員 今、追加させていただきたいのは、電圧線スイッチというものに関して、付近の

住民というものが設置される場所とかということについてきちんと情報を得ているかですとか、
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あるいは象の回廊のバウンダリーが周知されていて、また野外か、たまたま現地に行ったとき

に、その回廊については、幅については二転三転しており、住民としては半ば動きたくないと

いう気持ちから象の回廊の外なんだというような話をしていたような方々もいるんですが、や

はりバウンダリーの周知というのは十分さらに必要なのではないかということですかね。 

 これについては…… 

○松下主査 これはチェックリストの下に入るのか、あるいは象の回廊については新しい項目

を設けたほうがいいですかね。 

○満田委員 はい、そう思います。 

○松下主査 では、そのチェックリストの前に象の回廊についてという項目を設けていただい

て、象の回廊について留意していただきたいという点について、もう一回ちょっと文章になる

形で箇条書き的に…… 

○満田委員 お送りしますが、ただちょっと言わせていただきたいのは、これ、全部アプレイ

ザルすることをそれこそ前提で今私たちが語っていますよね。私も、するんであればこういう

ことは確認していったほうがいいと重々思っているんですが、そもそも私が出させていただい

たものは、アプレイザルの実施については再考すべきじゃないかというコメントを出させてい

ただいているので、だからこれは第２ラウンドにおける提案ということになります。 

○松下主査 それでは、この議論は、アプレイザルをするべきじゃないということについては

ちょっと後で議論することにして、とりあえず現在確認すべきことをリストアップしつつとい

うことで、象の回廊について確認していただきたいこと、あるいは追加的なコメントを少し箇

条書きでもう一回、１つは…… 

○満田委員 あとは、先ほど申し上げた象の生息地が狭まり、密度を上げることの影響につい

て、やはり検討すべきという言葉を私としては選びたいと思っているんですが、検討すべきで

はないかというご提案です。 

○松下主査 それでは、とりあえず象の回廊については以上の２点でよろしいですか。 

○満田委員 はい。 

○柳井 もう一点よろしいですか。 

 現地のマハウェリ政府の技術者によると、いつ電圧線を設置するのかによるかもしれないん

ですけれども、特に象を移動させるということはなく、工事の段階で自然に移動していくだろ

うという説明を受けたんですけれども、現状で１つ目のダムをつくっている段階で、やはりコ

ミュニティーのほうに日中逃げてきてしまっているというような影響が出ていますので、建設
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中の対応、対処というものを考慮してもらいたいなと思います。 

○松下主査 もう少し具体的に。 

○柳井 電圧線ができる前、電圧線を設置する前の段階の象からの影響を回避する方法を検討

していただきたい。 

○満田委員 趣旨としては、その工事中に現段階では象が、建設が始まると人里のほうに移動

していくということなんですが、ちょっと具体的にどういう手段があり得るのか、私はよくわ

からないんですが、それを緩和するような策というものを検討していただきたいということで

すか。 

○松下主査 工事中の象の移動に伴う影響について影響緩和を検討することですか。 

○満田委員 そういうになると思いです。 

○松下主査 工事中の象の移動に伴う影響について緩和策を考慮すること。 

○塩浦 発言者はどなたにすればよろしいですか。 

○松下主査 これは満田委員ですね。 

 それでは、またチェックリストに戻りまして、10番についてはいかがですか。 

○満田委員 10番については、象については回廊の設置、魚類とカニ、川の生物についてはそ

の一部を移転ということについて書かれているんですが、その他の先ほど石田委員がおっしゃ

ったような固有種47、危惧種43というものについて、分布域、影響かつそのインキュベーショ

ンというものについては、また記述するということを書いてしまっていますが、チェックリス

トの中では少なくとも記述されていなかったので、チェックリストに記述するとともに、その

影響というものを検討すべきだという、そういった趣旨です。 

○松下主査 後のところについて、与える影響を確認すべきということでよろしいですか。

いや、文章の整理だけですが。 

○満田委員 そうですね。確認し、検討すべきであるということです。確認すべきで結構です。 

○松下主査 影響を確認すべき。 

 では、11番はいかがですか。 

○満田委員 11番も、その言葉じりについては同様の趣旨で、ＥＩＡとかほかの文書において

書かれているんですが、私はチェックリストというものが特に重要視される確認事項だという

ふうに理解していますので、今そのチェックリストの制定のところには、移転の話が書かれて

いるんですが、その他の影響についてもこのような形で記述すべき、つまり確認すべきという

ことなんです。 
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○松下主査 「また」以下も同様ですね。 

○満田委員 はい、そうです。 

○松下主査 11番はこれでよろしいでしょうか。 

○満田委員 はい。 

○松下主査 それでは、12番はいかがですか。 

○満田委員 12番も、先ほど不明点のところで説明されていたものと同様の趣旨で、今後その

動きについては実施をして確認すべきであろうというチャクテンです。 

 ちょっと１点だけここに記載し忘れてしまったんですが、現地のＮＧＯの方のお話によると、

今、ＥＩＡというものがすごく長い経緯で補強されたり一部調査したりされているんですが、

新しいＥＩＡの 新のものは2010年のものがあるのではないかというようなお話だったんです

ね。これはＪＩＣＡにぜひ確認していただきたいんですが、それがＥＩＡの１冊の文書として

存在しているのか、それとも補足的な生物多様性に関するＩＵＣＮの調査なんかを含んだ総合

的な文書なのかということもちょっと不明なんですが、ただ現地のＮＧＯの方は、現段階では

新のＥＩＡが公開されていないんじゃないか、それで一般からのコメントが得られていない

んじゃないかというようなご指摘もありましたので、ちょっとそれについては、もしそれが事

実であれば、これまたガイドラインの列挙事項にも触れることですので、これについては確認

していただきたいと思います。 

○松下主査 これについて、現時点でＪＩＣＡはどのように確認されていますか。 

○井本課長 2010年は承認手続は10月25日に終了いたしましたので、今、公開手続をとってい

る 中と承知しております。 

○松下主査 公開手続中ということですか。 

○井本課長 はい。 

○満田委員 これは現地でも公開されているんですか。 

○井本課長 これからされます。25日にやっと承認がおりましたのでこれから公開されます。

今その公開のための手続をとっている 中だと認識しています。 

○満田委員 その現地で公開されるのは、承認される前のドラフト案か…… 

○井本課長 既に、前に承認された延長前のものはずっと公開されておりますので、現地でご

確認していただくことは可能です。 

○満田委員 その新しい追加調査とか、そういうことに関しては公開されていたんでしょうか。 

○井本課長 それを今回一括で承認して、10月25日に承認してそれをこれから公開いたします。 
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○満田委員 終版についてはわかったんですが、ドラフト段階のものというのは公開されて

いなかったということなんでしょうか。今おわかりにならなかったらご確認いただければと思

います。 

○松下主査 とりあえずよろしいですか。2010年10月25日に延長が承認されて、その承認条件

等は公開手続中と。 

 それで、一応、たたき台のほうの確認は終わったわけですが、これ以外で追加的に助言案と

して取り上げるべき点はいかがですか。 

○福田委員 私のほうが先ほど申し上げたのは、過去のこの流域に関する調査の評価結果をレ

ビューして、本計画に十分反映されているかどうか確認することのような文言を盛り込んでい

ただければなと思っております。 

○満田委員 それにあわせてという形になると思うんですが、先ほど申し上げた累積的な影響

の評価というものもあわせて実施するべきであるということです。 

○松下主査 じゃ、ちょっと文章を書いて…… 

○福田委員 満田さん、73番のところですか。 

○満田委員 73です。 

○松下主査 １つは今言われた累積的な影響であるとか自然のダムの累積の影響、そういう評

価のこと、過去の福田委員の意見、あと文章、評価結果をレビューすることですね。 

○原嶋委員 51と73を組み合わせて。 

○福田委員 組み合わせられるかどうかは実はよくわからなくなってきていて、私が申し上げ

たのは、既に存在するマハウェリ川流域の開発事業について行われた調査結果の教訓をレビュ

ーし、本件事業にこれら教訓が十分に反映されているかどうか確認すること、そういう恐らく

内容になるのかなと思うんですが、満田さんがおっしゃっているのは、恐らく調査そのものが

足りんじゃないかという、そういう趣旨じゃないですかね。 

○満田委員 調査そのものが足りないかどうかは、私、ちょっとすべてにレビューしているわ

けではないのでわからない。累積的影響という意味ではそうかもしれません。 

○松下主査 それでは、時間が約１時間半ほどたちましたので…… 

○石田委員 １点だけ、すみません、細かいことなんですが、既に懸念は示されたんですが、

下流における漁業、内水面漁業で相当な漁獲量があって、しかもちゃんと売っていて、収益の

あるところじゃないですか。単に確認だけなんですけれども、ダムをつくることによって流量

変化が生じて、それによって下流における内水面漁業に与える影響というのはいかがなんでし
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ょうか。今さら確認で申しわけないです。 

○田中 下流における流量は実は変わらないようにしておりますので、影響がないようにして

おります。 

○石田委員 わかりました。下流の漁民たちに対しては別に何かいじるわけじゃないし、対策

を講じるわけでもないし、下流のいわゆる流量も変わらないということですね。水質も変わら

ないということですね。ありがとうございました。 

○松下主査 それじゃ、ちょっとここで一たん10分ほど休憩して、あと残された点について再

度確認をしたいと思います。よろしく。 

午後４時３０分休憩 

午後４時４０分再開 

○松下主査 それでは、再開したいと思います。 

 一応、準備いただいたたたき台についてほぼカバーできたと思いますが、あと残された件に

ついて確認したいと思います。 

 追加的なコメントあるいは満田委員からのアプレイザルの件もありますが、アプレイザルの

件について再度議論いたします。 

 アプレイザルを実施すること自体を再考すべきであるというコメントですが。 

○原嶋委員 素朴な質問です。 

 満田さんが72番でもおっしゃっていますけれども、そもそもこういうのがガイドラインでは

適当ではない事業になるんじゃないかという懸念はあり得ると思うんです。それに対しての審

査部の回答というのはどういう形でどこに表現されているんですか。 

○河添課長 内部手続と申しますと、72ページのこの回答では不足ですかね。緩和策なりがと

られているということでの…… 

○原嶋委員 先ほど答えていらっしゃったようなことは、どういう形で内部的にも外部的にも

意思表明というか見解を表明されたのか。こういう疑念はあってもおかしくないと思うんです

ね。それがすべて正しいかどうかは別としても、それに対して審査部やＪＩＣＡ全体で内部審

査の結果というのはどういう形でやられているんですか。 

○河添課長 環境レビューの結果をいかに表に出すかという、情報公開するかということです

か。 

○原嶋委員 事業自身がもしかしたらＪＩＣＡのガイドラインで許容できないかもしれない。

わけですね。○西野次長 何か例えば内部で決裁をとるとか、そういうことを今の段階でして
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いるわけではないんですけれども、ただここに書いてあるのは、河添の個人的な見解ではもち

ろんなくて、審査部として今こういうふうに認識しているということは申し上げられます。 

○原嶋委員 外の方が見て、例えば一般的にＪＩＣＡさんが環境配慮とすごく言っていらっし

ゃるのに、何でこんなことをするんだろうと思ったとき、実はこうなんだよと、レビューの結

果は公開されないんですか。 

○河添課長 今の議論は議事録に残りますので、これは公開ですよね。こういう議論が行われ

たということだとは思うんですけれども。 

○松下主査 助言案はＪＩＣＡのほうではどういう扱いか。前回の全体会議の説明ですと、理

事会なりにはちゃんと報告されるということですね。 

○河添課長 はい。そういう意味です。 

 今、内部でも検討をしていますけれども、こういう環境レビューの助言というのは非常に重

いものだというふうに認識していて、いろいろなケースはあるとは思うんですけれども、特に

重要な案件あるいは我々が重視すべき助言なりがある場合は、きちんと内部にも諮り、その上

で助言委員の皆さんにどういう対応をとるのかということでもう一度お話しする機会を設ける

ということでも調整を今図っているところではあります。 

○満田委員 ２つ検討しなくてはならないことがあると思うんですね。 

 100ヘクタール以下の保護地域の水没が保護地域に重大な影響を与える事業には支援しない

というこのＪＩＣＡのガイドラインから見て、これに触れるかどうかというのが１つで、もう

一つは、厳密に言えば適用対象ではないんですが、いわゆる重要な自然生息地、重要な森林の

著しい転換または劣化というものに即してこの3,000ヘクタールの水没が該当するかどうかと

いうことだと思うんですね。後者については私は完全に該当するんだろうと思っていまして、

それについて、ミティゲーションの話を持ち出して、重大な転換や劣化ではないということは

絶対言っていただきなく、これは今後もあることですので、普通に考えて3,000ヘクタールの

水没というのは完全な生態系の変化であろうということは、私はこれはクリアにしておきたい

と思っています。 

 前者についても、私はこれは例えば国立公園のすぐそばで何か事業をやって、例えば大気と

か水系を通じてその保護地域に影響を及ぼすということであっても影響は影響だろうと思って

いるんですが、それについては重大か軽微かという判断があると思うんですね。とはいうもの

の、この場合は100ヘクタールという国立公園全体の面積から見ると、ひょっとしたら大した

ことはないと思われているかもしれないんですが、とはいうものの、国立公園そのものに影響
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を与えるものであって、かつ少なからぬ面積ですよね。水没という直接的な影響のみならず、

水没が生じれば、その周辺域における生態系の変化というのも当然起こるわけですので、直接

的な影響と間接的な影響を考えて、かつもろもろ考えれば、これはやはり重要な影響と言わざ

るを得ず、少なくともガイドラインには抵触するんじゃないかというのが私の考えです。 

○河添課長 ガイドラインの解釈のお話になってくるかもしれませんけれども、この場合、満

田さんがおっしゃる点は、確かに国立公園内での事業ですので、そこにおいて重要な保護区域

ということでガイドラインにも書いてある国立公園の話ですので、そういうことは本当あって

はならないという、というお話だと理解します。そういうところで事業をやることは本来的に

はよろしくないのでしょうが、一方でこれも先ほどお話ししたことではありますけれども、そ

の自然保護区域をさらに周辺域まで広げるという意味では、その措置自体はさらなる自然環境

の増進にもつながるであろうということ、ＩＵＣＮもその措置についての妥当性は認められて

いるようですので、むしろ保全すべきものを保全できるような措置はとられていると思うので

す。ですので、開発に伴うこういう自然環境の劣化というのをいかに 小限にとどめていくの

かというのでは、開発による便益と、あと利益が生じないところを比較した上での判断が必要

だとは思うんですけれども…… 

○原嶋委員 結論から言うと、全部お答えになるのは難しいと思うんですね。解釈の問題もあ

りますし、河添さんがそこで口頭ですべて答えるというのは無理もあるので、一度持ち帰って

いただいて、ペーパーで答えをつくっていただいて、全体会合に出していただくということに

したほうが、ここで議事録で口頭でしゃべったから云々でおしまいにしないほうが私はいいと

思います。○満田委員 ちょっと２点だけ指摘させていただきたい。 

○福田委員 その前に１点だけいいですか。 

 すみません、前提なんですが、このプロジェクトは新ガイドラインの適用プロジェクトです

よね。 

○満田委員 そうなんですか。 

○福田委員 私の理解では、私がこの資料から理解しているところでは、2010年８月に円借款

の要請があったということで、この事業には2010年４月付の新ガイドラインが適用されるとい

うのが私の理解なんですが、正しいですか。 

○満田委員 それは、私、間違えていました。 

○福田委員 超重要な話だと思う、今の議論には。変わっていますので、この生態系の保全に

関する…… 
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○満田委員 でも、協力準備調査はその…… 

○福田委員 協力準備調査はその前からやっていたので、協力準備調査そのものについては旧

ガイドラインですよね。 

○福田委員 新 1だと、先ほどから議論されている重要な生息地、森林の著しい劣化、転換を

とめなければならないという禁止規定が入っているというのが新ガイドラインの違いですよ。

72番の下に満田さんが書いていただいている。 

○原嶋委員 だったら、さらにまずいかもしれないしょうね。 

○福田委員 それはそうですよ。 

○原嶋委員 それは、だから今答えるのは難しいので、ちゃんときちんと答えていただいたほ

うがいいんじゃないでしょうか。 

○満田委員 これを通したいんだったら、ガイドラインに、このときに戦っていただきたかっ

たですね。今、おっしゃったような開発のメリット・デメリットとか、それはさんざん議論し

尽くされた話ですよね。ガイドラインのゼネラルなところに回避ミーティゲーション代償とい

うのはゼネラルな項目で書いて、あえて保護地域の保全と重要な生態系の保全というのを入れ

込んでいるわけなんですから、3,000ヘクタールが、重要な転換、劣化じゃないというのは、

これは決して言えないと私は思います。 

○満田委員 ごめんなさい。 

○福田委員 まず、このガイドラインの条項の解釈という意味では、私も満田さんと同じ意見

で、一般的な環境影響とは異なる自然の生息地域とか森林という場所をエリアとして守るとい

うことがこの条項の意味しているところなので、別のところで移転されるからよいんだという

議論はこの条項には本来、だからいいんだという議論にならないはずだと思うので、意見とし

ては満田さんのおっしゃっているとおりだと思います。 

 それで、それはそうなんですが、しかしこの件をどういうふうに進めるかということなんで

すけれども、ＪＩＣＡとしてガイドラインをクリアしたんだということをどこで示していただ

くのかというのが多分本来だったと思うんですね。それとの関係、我々の助言の内容をどうし

たらいいんだろうということを考えたほうがいいのかなというふうに思っていて、まず 終的

には私の理解では、環境レビュー結果を公開されるというふうな規定になっていて、その環境

                             
1本件については、協力準備調査は旧ガイドラインで実施しており、円借款本体については新

ガイドラインを適用しています。事実関係として議事録に記載させていただきます（JICA助
言委員会事務局）。 
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レビュー結果がどこで公開されるかというと、今までのやり方と同じであれば、円借款の事前

事業評価表の中に、環境影響・社会影響に関する項目というのがあって、この中で内容がちょ

っと短いのでもっと充実してくださいということは、新ガイドラインのコンサルテーションの

ときにこちらからいろいろ申し上げて、それはやりますというふうに当時ははたえださんもお

っしゃっていたのでやっていただけるんだろうなと思っているんですが、そのような形で少な

くともパブリックに対してという意味では公表されるというふうに理解しています。 

 ただ、個別具体的にあるガイドラインのこの条項について違反があるんじゃないかというこ

とについて、そこまで事前に事業評価表の中でクリアな説明がなされるかどうかということに

ついては、実は私たちとしては確保できるかどうかわからない。事業評価表自体はＪＩＣＡが

作成されるものなので、そこはちょっとよくわからないということになるのかなと思います。 

 であるので、助言の内容としては、１つは、ガイドラインの、満田さんの意見のそのものを

助言に載せるのか載せないのかというのがまず助言委員会の問題としてあるのと、もう一つは

少なくとも助言委員会として、現状の事業計画ではガイドラインを違反するという指摘があっ

たので、この点に関するＪＩＣＡの見解を環境レビュー、意思決定前に助言委員会で説明する

ことというような形の助言をここでするということは１つ考えられるのかなというふうに思い

ます。 

○原嶋委員 全体会議で、適合するかしないかは全体で議論して、それが個別の助言のドラフ

トはこちらで用意する、そういう形のほうが適当じゃないですかね。○福田委員 要するに、

まさにアプレイザルが進んで、私の理解では、アプレイザルをやる意味というのは本当にガイ

ドラインに適応しているかどうか決める段階というのは今ではなくて、アプレイザル後、要す

るにアプレイザルの結果として出てくる問題ですね。意思決定の際に 終的には審査部の判こ

があって、理事会にかかりという手続、それでその後、整理に行くという形になるというふう

に理解していますので、今現状でどこまでここで河添さんを問い詰めることに意味があるのか

は、私もちょっと原嶋先生にコウトウがある。ただ一方で、今からアプレイザルが終わるまで

恐らく３カ月とか、長くても４カ月とかいう単位フレームでしかないので、これを今…… 

○満田委員 アプレイザル、今月ですよ。 

○福田委員 全部合わせて意思決定までという意味で申し上げているわけですが、アプレイザ

ルミッションというわけじゃなく、その中で何か今の事業計画について深刻な問題があるとき

に、それがクリアされるのかどうかというよくわからないというふうには思うところです。い

ずれにせよ、ちょっと助言委員の助言としては、そういう形でその件についての見解を助言委
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員会の全体会合なりなんなりで明らかにしてくださいということで…… 

○原嶋委員 ここで全部判断しないほうがいいです。この人数で全部判断すべきことじゃない

と思います。 

○松下主査 満田委員。 

○満田委員 私、実は新ガイドラインが適用されないと見込んでいたので、保護地については

少し微妙かなという気持ちではいたんですが、とはいうものの重大だとは思っていたんです。

この3,000ヘクタールに関しては何かアプレイザルをやる以前からもう既に明らかであり、か

なり明らかなガイドラインへの抵触を伴うものであるのにもかかわらず、本当にアプレイザル

をやるんですかというのが懸念なんです。皆さんの温度差があるのかもしれないですし、ＪＩ

ＣＡは 近アプレイザルのやり方が変わっていた。アプレイザルで本当にすべてを判断するん

ですという、つまりアプレイザル後に断るという判断が大いにあり得るんですということだっ

たの、もちろん副大臣がおっしゃったようなやり方があるとは思うんですが、というわけで、

両論併記として、現段階においてもそのアプレイザルを実施することに関する懸念が表明され

たということについては助言の中に併記していっていただいてほしいというふうに考えていま

すし、もしほかの委員も同じ意見であれば、そういうような助言案にしていただきたいという

ふうに思っています。 

○原嶋委員 素朴な質問ですが、いいですか。 

 例えば、この事業がこの新ガイドラインで禁止されているものに該当すると仮定、した場合

に、それは禁止するものはアプレイザルの段階にもし行ったとしても、それはアプレイザルし

ないんですか。する可能性があるんですか。○河添課長 そこの審査はやるわけですが。 

○原嶋委員 そのアプレイザルの段階で、手続はＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドラインの禁止

事項に仮に該当しているといった場合にアプレイザルの段階でどうするんですか。○河添課長 

ガイドラインに抵触する場合であれば、それをできる限り抵触しないような形でいかに事業が

できるかということはもちろん協議はしますね。 

○原嶋委員 ここで該当するということとアプレイザルとの関係を分離してはだめなんですか

ね。○満田委員 前、ガイドラインなんかの議論では、少しずつそういうリスキーな案件は淘

汰されていって、少しずつ環境社会ガイドラインに合うようなものが生き残っていく、または

そういうふうに案件形成されるんだという説明でした。ただ、この案件の場合、特殊なのは、

歴史が長いという特徴に加えて、もう既に実施機関が着工しているというものなので、案件を

変えていくというのは結構限界がありますよね、現実的に。あとはだから、もちろん先ほど言
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いたかったのは、私はスリランカ政府がこの事業をやること自体がけしからんということまで

は言っておらず、私が問うているのは、ＪＩＣＡさんがガイドラインに即してこの事業に関し

て融資をするか否かというのが今問われているんじゃないかと思っています。そもそも、スリ

ランカ政府がこの事業をやること自体を否定することは意味もないし、この際は別に問われて

いないので、やはりガイドラインの整合性かなと思っているのでちょっとつけ加えさせていた

だきます。 

○井本課長 一応、念のためもう一度整理させていただきますと、今回アプレイザルをしよう

としているのはあくまでＥＳの部分ですので、ダムの建設に融資するかどうかというのはまた

別の判断です。これまでいろいろなご助言をいただいていますけれども、実際、例えば生物多

様性をもっときちんと調査すべきとか、あとは代替案も含め、私どもももちろん自然保護区域

が沈むのがいいと言っているわけではなくて、しかしこの地域、一度地図をお見せしましたけ

れども、スリランカの北というのは本当に平たんで水がない地域であり、ここにしか水源がも

うないという状況で、ここに住んでいる人たち、北部も含めると、北部だけでも50万いるわけ

ですから、そこの人たちの水のニーズ、生産性とかいう以前に、生活の水のニーズを今後どう

やって確保していくのかという問題があって、その中で選ばれてきた案だというふうに我々は

認識しています。 

 でも、よりもっと違う案があるんじゃないかという委員の皆さんのご助言を賜りましたので、

我々、それについては代替案を今後検討していきたいと思っていますけれども、そういったこ

とも含めてやはりもう一度きちんとそのＥＳの中で調査をしていって、実際にこれしか案がな

いのか、これしか案がない場合、さらに環境へのネガティブインパクトをミティゲートするた

めにとるべき方策は何なのということをよりきちんと計画の中に入れ込み先方にも伝えていく、

我々自身もそこを支援していくという形を考えておりますので、この案件に関して言えば、今

後、より結果はどうだったんだ、代替案の検討結果はどうだったんだということに関しまして

は、助言委員会の皆さんのマンデートとしてモニタリングというものも今後加わるということ

ですので、しかるべきタイミングで、こういう調査の結果、今こういうふうになっております

ということをモニタリングの形で報告させていただくという形で、ご助言をきちんと反映して

いますということを我々として説明していくことは可能だと思っております。ダム本体は、こ

ういうことをすべて踏まえた上でまた次の判断になってきます。今回の環境レビューそのもの

は本体まで含めてかかっているんですけれども、少なくともアプレイザルの今回の対象はそこ

にあるということをご理解していただいた上でご助言をいただければと思います。 
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○福田委員 ちょっと今の説明、よくわからない。環境レビューはでも今するんですよね。 

○井本課長 はい。 

○福田委員 ダム本体について。 

○井本課長 はい。いただいたものは、ダム本体のより今後計画を考えるに当たって反映すべ

きものは反映していくという形になると思います。 

○福田委員 だから、ダム本体に関する環境レビューはこれで終わりですよね。 

○井本課長 そうです。ただ、それにＪＩＣＡが融資するかどうかの結論は別の問題です。今

回のアプレイザルでそれを決断する…… 

○福田委員 そこは実はよくわからなくて、ＪＩＣＡの内部手続としてどうかというのは私は

よくわからないんですが、少なくともガイドライン上、環境レビューというのは、その事業が

ＪＩＣＡのガイドラインに沿っており、その事業に実施機関が十分な能力を有しているかどう

かということをチェックする。すなわち、そのガイドラインに沿ってＪＩＣＡが融資していい

かどうかを判断するという手続としてガイドライン上は設けられているんですよ。だから、環

境レビューでオーケーかどうかという、要するにオーケーであるという結論が出れば、それで

なくても環境面については、その事業にＪＩＣＡが融資をしていいという結論がそこで出たと

いうふうにしかガイドラインの読みようがないんですよね。 

○井本課長 ただ、追加の調査といろいろご助言、こういう形で確認すべきだとかというのが

出ていますし、その多くのものはそれ相応に時間をかけないと調査ができないものだと思いま

す。それは、我々、 初の調査の段階のフェーズでそこに時間と資金をかけてやりたいという

ことを考えております。 

○福田委員 もちろん、それは全然構わないしやっていただければいいと思うんですが、しか

し問題は、今、計画されて、今、提案されている本体のダムについて環境レビューをする機会

があるというのが今だけだということなのであれば、それは結局今あるものがガイドラインに

適合しているのかどうかということを今議論しなくちゃいけないわけですよ。今から追加の調

査をやって、その本体のことを決めるのは来年です、次のアプレイザルと言われても、少なく

とも環境面について今オーケーしたものはもう取り戻せないわけですね。そこの理解が随分ず

れているなという気がするんです。 

○井本課長 いや、そこの形は、確かに今の全体を１回でかけますと、これはＥＩＡまで終わ

っている案件ですので、ガイドラインの規定では確かにそうなんですけれども、今回ＪＩＣＡ

はわざわざフェーズを切って、本体着工前にもう一度審査をするというプロセスをとっており
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ますので、もう一度本体の審査のときにそれまで調査したことを踏まえてもう一度助言をいた

だく。助言委員会に諮るということも考えております。 

○原嶋委員 いずれにしても、ＪＩＣＡさん自身がガイドラインというのをつくられて、そこ

でこういうものは禁止というかやめましょうということで表明されていて、もしかしたらそれ

に該当するかもしれないという問題提起はもう既にあるわけです。もし禁止事項に該当してい

るんであれば、これはまた非常に問題です。これはご自身が自分で決めたルールを自分で破っ

ているわけですから、それについてはきちんとした見解を表明していただいて、全体で少し本

当にそれはそうなのかということについてコンセンサスをつくっていただく。それはやっぱり

ご自分たちで決めたルールですから、それに該当するかということに我々が問題提起したこと

に、それにはちゃんと答えていただく必要があると思うんですね。○河添課長 そこはお答え

する機会を持ちましょう。 

○原嶋委員 そこが出発点、それでもまたそれはよくないということもあるかもしれませんけ

れども、そこがひっかかったらもう前提としては全然前に行かないはずですよね。 

○松下主査 どうでしょう。それでは、今、原嶋委員が言われたように、１つは、やはりこれ

が新ガイドライン対象であるとするならば、新ガイドラインに照らしてみて、重大な希少な生

態系、自然生息地または重要森林の著しい転換あるいは著しい劣化を伴うことを絶対出さない

と、そういうＪＩＣＡのガイドラインに違反すると、そういう指摘があったことを踏まえて…

… 

○松下主査 違反する…… 

○福田委員 可能性。 

○満田委員 いや、違反すると…… 

○松下主査 違反するという指摘があったということを踏まえて、それに対するＪＩＣＡの見

解を明らかにしていただきたいと、そういう形でワーキンググループとしては…… 

○福田委員 １点だけちょっと先ほどのお話の続きなんですが、この件、本体に関する環境レ

ビューを２期の前に持ってくることはできないんですか。何かいますね。多分ＪＩＣＡの皆さ

んの準備からすると、おまえ、何を言っているんだという話になるのかもしれないんですが。 

○河添課長 お話ししているとおりで、調査をこれから始められる時期でもあるということで

す。それもＥＩＡもできていますので、 初に包括的な協議にかけて、その後、調査なり、あ

と実際、本体工事はまだ先の話ですけれども、モニタリング状況を報告させていただこうかな

という進め方で今やっているわけですね。ですので、ＥＩＡもできているところなので、環境
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社会配慮文書は整っていくという意味では、レビューができる段階なのかなと思ってはいるん

ですけれども、それをあえて事業をやる直前にまたお話しするよりは、今こういうふうに助言

をいただいて進めていくのが妥当なやり方なんだろうなということでの持っていき方なんです

けども。 

○福田委員 いや、難しいということであれば、それを前提にこちらとしては今これから本体

の環境レビューだという前提で対応せざるを得ないということになってしまうとは思います。

それはＪＩＣＡの皆さんの進め方の問題なので、私たちが何か言うことではないですが、一方

で今同時にかかっているインドネシアの火力発電所の件がありますよね。あちらのほうは、今

同じようにＥＳ本体とあって、ただ本体の前に環境レビューをやりますよと。今回ＥＳに対す

る助言の中で行うべき環境社会配慮について助言してくださいという形で来ているというのも

一方ではあったりするので、もちろんその違いを生んでいるのは、相手国政府における環境ア

セスメントの承認状況であるということ自体は私としては理解しておりますが、しかしそうい

うやり方が別に不可能ではないんじゃないのかなと思って発言させていただいたということで

す。 

○満田委員 ２つありまして、１つは今の福田委員がちょっとほのめかされたＥＳ後の本体の

環境レビューというのは問題の先送りでしかないんじゃないかという気が私はしていて、調査

してわかることと、調査して何か対処が変わったことと調査しても変わらない事実というのは

あると思っています。この場合、私が指摘させていただいているのは調査しても変わらない事

実のほうなのかなと思っているので、今、議論しようが本体工事の前に議論しようが、状況は

余り変わっていない。ミキゲーションがよりふえているかもしれないですし、そういう意味で

は、やるとなれば、そのミキゲーションという意味でより高度な環境関係とかいうのは出てく

るかもしれませんが、何か今の議論のポイントとはちょっと違うのかなと私は感じています。 

 ２番目は、その助言案についての先ほど座長がまとめられた文案についてなんですが、そう

いう文案でもちろん結構なんですが、ちょっと明記していただきたいのは、やはりアプレイザ

ル実施に関する疑問があったということについては併記の形で残していただければなと思って

います。 

○河添課長 何と書きましょうか。 

○福田委員 でも、併記する意見は、でもそれは助言…… 

○原嶋委員 まず、ガイドラインの適合性と、仮にです、として、本案件が、これは何条です

か。 
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○福田委員 ないんですよ、番号がガイドラインには。何条とかじゃないんです。 

○原嶋委員 何条とか何かに適応する指摘があったので、それについてはＪＩＣＡ全体の見解

を助言委員会に示す。 

○福田委員 助言委員会の全体会合でＪＩＣＡの見解を明らかにすることということですね。 

○河添課長 別紙３の影響を受けやすい地域の例示というところですか。 

○満田委員 影響を受けやすい地域の例示じゃないです。生息地とか生物多様性みたいな、そ

んなサブタイトル。 

○福田委員 別紙３ではないです。要件の中です。プロジェクトが満たす要件の中です。 

○河添課長 こっちのほうか。別紙１のほうでいいのかな。 

○福田委員 そうですね。 

○河添課長 生態系及び生物。 

○原嶋委員 本案件が別紙に該当するとの指摘があったので、それに対するＪＩＣＡの見解を

助言委員会に提出する。○満田委員 対して抵触するため、アプレイザルを再考すべきだとい

う…… 

○原嶋委員 抵触した場合にはアプレイザルを再考すべき。抵触するかしないかとまず意見が

分かれますね。 

○満田委員 そうですね。ただ…… 

○福田委員 だから、ここで言っているのは、こういう意見が表明されたためということなの

で、それは抵触し、現段階ではアプレイザルを行うべきではないという意見が表明されたこと

にかんがみということですよね。 

○福田委員 アプレイザルを行うべきでないという…… 

○原嶋委員 ちょっと飛び過ぎですよ。○福田委員 見解が表明されたことにかんがみ、本件

のガイドラインの適合性について助言委員会の全体委員会でＪＩＣＡの意見を……。いつとい

うのはいいですか。 

○松下主査 意見というのは見解でいいの。 

○福田委員 見解でしょうね。ＪＩＣＡの見解を、意見じゃなくて。 

○松下主査 明らかにされたい。 

○福田委員 解釈と……見解ですね、ガイドラインをどう読むかという解釈とこれがどう当て

はまるかという両方の問題があるので。 

○松下主査 別紙だけだとわかりにくいので…… 
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○福田委員 それは後で多分統一したほうがいいでしょうね、別紙１、自然何とか第段落とい

う形で入れて。 

○松下主査 それでは、ワーキンググループの提案としてはこういう形で出すことでよろしい

でしょうか。 

○満田委員 あと、申しわけないんですが、77番、この整合表の77の２ポツを除く、あと９ポ

ツを除く部分、９ポツもちょっと念のため、水漏れについても、そのアプレイザルを実施する

のであればということなんですが、こうこうこういうことについて確認が必要であるというの

をちょっとほかの文章と整合性のとれたものに起案しますので追加していただけますとありが

たいです。 

○松下主査 ちょっと概要を口頭で言っていただけますか。ちょっと文章を書いてみる。 

○満田委員 チェックリストのところにも何かダブっているところもありますのでちょっと整

理させていただきます。 

○原嶋委員 あと、さっきの一番上に戻ってきますが、一番上の前提条件、そこを満田先生が

75番で出しているコメントの文面を入れてくれますか。私もそれで結構です。75番があります

よね。全体の用語は多少修正するんでしょうけど、内容としてはそういうことです。 

○井本課長 ちょっと質問させていただきたいのですが、水収支についてはデータを示して、

このデータをベースに５億トンが適切だと考えますとお答えしているんですけれども、それが

不十分だということであれば、どういう形で調査をしてどういう結果を出せば、逆にそれは適

切だとご判断いただけますか。 

○原嶋委員 私自身の考えは、代替案Cが 初の報告書になかったんですよね。後は失礼かも

しれないけど、とにかく代替案を検討されていなかったので、それはちゃんと検討したという

ことを本体に組み込んでほしいということなんですね。 

○満田委員 そうですね。５億トンということについては、先ほど申し上げたとおり、ちょっ

と言葉足らずなところがあるかもしれないんですが、要は米の国家計画に基づくトン数の達成

というものが今掲げられているんですが、それが、ちょっと言葉を飾らずに言えば、例えば現

段階での乾燥地農業の強化ですとか、先ほど来申し上げているように、水供給自体が例えばこ

のような大きな施設をつくらなければ難しいような状況で、米の増産というもの自体を所与と

するということではない。要は、もう少し少ない水供給で済むような計画及び農業従事者の

方々のニーズ調査を実施するべきだというのが私のほうの…… 

○松下主査 それは下のほうにも書いてありますよね、国策としての水の生産。 
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○原嶋委員 それは、だから削除で結構です。 代替案の検討結果を確認すること、とりあえ

ずそうする。下の２行を削除ですね。 

○松下主査 それは、しかし入れるんじゃないんですか。 

○福田委員 ちょっと今、戻してもらっていいですか。すみません。 

○松下主査 これはこれで一応できたんですけど。 

○満田委員 含められているのかもしれないんですが、心としてはこんなことということで、

説明としては残しておいていただけるとありがたいです。 

○福田委員 その際にこの辺を重点的に調査することということの感じでしょうね。 

 協力準備調査の公開の件は、文章を今つくるというのは簡単なんですけれども、どこに入れ

るかというのがあって…… 

○原嶋委員 それは後で考えればいい。 

○福田委員 わかりました。 

 文章を申し上げてよろしいですか。やっぱりちょっと待ってください。後で追加していいで

すか。いずれにしても、これ、多分完成しないので。 

○松下主査 今、詰められるところはできるだけ詰めて…… 

○福田委員 じゃ、やっぱりしゃべります。 

 簡単に、代替案の検討や環境社会配慮の準備状況について、協力準備調査で重要な検討がさ

れているため、当方協力準備調査の報告書について、スリランカ政府の同意を得た上で公開さ

れることが望ましい。 

○松下主査 はい。じゃ、これはそういう形でよろしいですか。 

○村山委員長 きょうはオブザーバーの立場なので、ワーキングでないんですが、一番 初の

項目は、下のものと少し性格が違ってかなり大前提の話なので、そこがわかるような表現のほ

うがいいかなと思うんですけれどもね。つまり、適合性が確認されれば下のことを…… 

○松下主査 じゃ、第１パラグラフの次のところに、新しいパラグラフというか、新しい項目

を起こして、本件がガイドラインに適合するという前提のもとで以下の助言を行うと。 

○福田委員 以下の助言を行うというか、以下の点について環境レビューの中で確認すべきで

あると。 

○原嶋委員 よろしいんじゃないですか。 

○福田委員 どうも条件になりましたね。 

○松下主査 どうもありがとうございました。 
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○福田委員 ちょっと何か頭もあったほうがいいかもしれないですね。 

○松下主査 前回どうやっていましたか、全体会合のほかの例だと。 

○村山委員長 ほかの例はまだ１件しかないんですけれども、１点の事例としては、中項目ぐ

らいのものをリストアップして上に並べていたという感じですね。 

○松下主査 以下の点につき、ＪＩＣＡは環境レビューにおいて確認することと前ありました

ね。 

○福田委員 それと同じだと思います。 

○松下主査 もう一回ざっと見直してみますか。１回ざっと声を上げて読んでいただいて、そ

れとも…… 

○河添課長 見るだけ見てみます。ここはよろしいですね。 

○松下主査 あとじゃ、石田委員の１、２、３。 

○石田委員 ちょっとそこは自分で見てもリランダムな……。私は、１、２、３では魚のこと

しか多分言っていないんですが、上では象のことも入ってきているんでどうしようかなと思っ

て、象や希少種の調査、動植物層というと大き過ぎるかな。象や希少種に絞ればいいのかな。

いいんですよね、象や希少種に絞れば。 

○福田委員 今から…… 

○石田委員 先ほど来から出ているガス抜きにしちゃっていいのかな。3,000ヘクタールの生

態系を植物も含めて満たすという点は、ここでは実はほとんど考えていないんです、この助言

は。ただ、それはそれで外して、そこはそれで別のところで考えていただけばいいので、象に

ついては何も特定項目がないからいいのかな。 

○松下主査 象は、別途、回廊がありましたね。 

○石田委員 じゃ、語尾を、１番の心がけることですね、望まれるを消して。それから、確認

することです、２番は。そうすると、上記１、２を含むですね。１、２を含む、これだけじゃ

問題なので、再確認または再検討をすることです。 

 以上です。ありがとうございました。 

○松下主査 ありがとうございます。 

 次の点をお願いします。これはよろしいですね。 

 次は、魚類もまた…… 

○石田委員 魚類の生態は、そこのモニタリングを行うことでいかがでしょうか。 

○松下主査 モニタリングを行うこと。モニタリングはよろしいですね。 
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 象の回廊。 

○満田委員 そういう文脈ですと、 初のポツですが、情報提供が行われていることを確認す

ることと変えてよろしいですかね。 

○松下主査 検討することですね。 

○満田委員 そうですね。 

○松下主査 チェックリストについてちょっと長いんですね。 

○満田委員 ここら辺については、先ほどのようにほかと整合性をとったような記述にさせて

いただきたいと思います。 

○福田委員 満田さん、両論併記と言っている両論は別に併記しなくていいの。要するに、頭

の表現、頭のこういう意見があったというだけで構わないですか。 

○満田委員 はい。 

○松下主査 意見はちゃんと明記する。 

○満田委員 ここら辺についてはちょっとメールベースでなるべく即送りますので…… 

○松下主査 一応これをベースにして、文章の整理をまた後でするということで…… 

○河添課長 一番 後の累積的影響の満田さんのコメントの73番のことですよね。 

○満田委員 そうです。 

○河添課長 一連のダム部の効果及びその分析なりと、流域という意味でですね。 

○松下主査 累積的な影響について評価をすることですか。 

○満田委員 そうです。はい。 

○松下主査 一応、全体を見直しましたが、よろしいでしょうか。 

 それでは、またこれについて再度メールベースでお送りいただいて文章として改めるという

のならご指摘いただくと。 

 スケジュール的にはどういたしましょうか。 

○河添課長 ここまでできていますので、５日の全体会合でまずは確定をしていただく、ある

いは報告をしていただくというのがよろしいかと思います。そういう話をすると、私は、５日

までにはＪＩＣＡのほう、見解なりというのは整理しておくということになるのかもしれませ

んけれども、それはできるだけこちらのほうで準備はできるように整えてまいります。 

○松下主査 では、11月５日報告ということで準備を進めると。 

 ほかに何か全体を通じて、この際、確認すべきことはありますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 
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 では、長時間お疲れさまでした。ありがとうございました。 

午後５時３４分閉会 
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